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プロジェクト研究「途上国に提供すべき我が国の水害対策コア知見の体系化」
　　（公告日：2020年12月17日／調達管理番号：20a000988）について、以下のとおり回答いたします。

通番 該当頁 項  目 質  問 回  答
1 P.17 ４－１　実施方針および留

意事項
（１）調査研究体制

JICAが行うサポートについて具体的な内容をご教示願います。
既存資料の提供、必要に応じた関係者への照会・アポイントメント等の取り付け等を
想定します。

2 P.17 ４－１　実施方針および留
意事項
（１）調査研究体制

遠隔での途上国防災関係機関へのヒアリングの際には、ZOOM等のツールを
使用することを想定しているのかご教示願います。

ご理解の通りオンライン会議システム利用を想定しています。

3 P.22/P.24 ４－２　業務内容
（３）②　中間業務報告書
の提出（2021年3月下旬）
５　成果品等
（３）業務中間報告書
②提出時期：2021年3月下旬

中間報告書として、取りまとめる業務に4-2-(2)が含まれているが、本項
目の業務期間が2021年4月下旬となっていますので、本関係についてご教
示願いたい。
また、業務中間報告書が年度を超える場合は、確定払いを1回とすること
でよろしいでしょうか。

業務4-2-(2)を含め、2021年4月下旬に中間報告書の作成をお願いします。業務中間報
告書が年度を超えるため、確定払いを1回でお願いできますと幸いです。なお業務中間
報告書が年度を超える場合は、確定払いは1回を想定しています。

4 P.24 ５　成果品等
（４）業務完了報告書
②提出期限：2021年11月下
旬

業務履行期間が12月下旬となっていますが、本関係についてご教示願いた
い

業務完了報告書の提出期限は12月下旬が正しいため変更します。
ただし、履行期限の最終日は成果品合格通知を発出する必要がありますので、最終成
果品の提出時期は、落札後、検査期間等も含め、再設定します。

5 P.15 手続・締切日時一覧 下見積書と入札書の提出がありますが、下見積書と入札書の違いについて
ご教示願いたい。

下見積書は、予定価格を策定するための市場価格調査という位置づけですので、入札
書の金額と異なっても問題ありません。

6

別紙

別紙　評価表
本件は総括のみが評価対象者であり、３．業務総括者の経験・能力におい
て評価対象外予定業務従事者の評価はされないという理解でよろしいで
しょうか。一方で２．業務の実施方針等においては「要員計画について、
特に河川管理政策、河川行政、治水計画、水災害対策分野の経験者の配置
の有無を評価する」との記載がございます。こちらは３．業務総括者の経
験・能力とは別に評価されるとい理解でよろしいでしょうか。

業務総括者以外の要員の経験については、２．業務の実施方針等、（２）業務実施体
制、要員計画にて評価いたします。

7 記載なし 本件は総合評価落札方式ですので、業務管理グループ・若手加点の対象外
という理解でよろしいでしょうか。

対象外です。

1 P.31～ 第３　技術提案書の作成要
領
２　技術提案書作成に係る
要件・留意事項

別紙　評価表（評価項目一
覧表）

２０２１年１月１４日付の回答通番６で「業務総括者以外の要員の経験に
ついては、２．業務の実施方針等、（２）業務実施体制、要員計画にて評
価いたします。」と回答されていますが、本文中第３.２（３）「業務従
事者の経験・能力等」において、「業務を総括する方及び主な業務従事者
の方の経験・能力等（類似業務の経験、実務経験及び学位、資格等）につ
いて記述願います。」となっています。

また、評価表の３.「業務総括者の経験・能力」では、（１）が類似業務
の経験で、（２）が業務総括者としての経験となっております。

上記のことから、評価表においては、３.（１）に業務総括者以外の業務
従事者も評価の対象になると解していたのですが、評価表の３では、対象
にならないとのことでしょうか。

失礼致しました。２０２１年１月１４日付の回答通番６を、以下の通り訂正致しま
す。
「業務総括者以外の要員の経験については、評価表３.「業務総括者の経験・能力」
（１）類似業務及び（３）その他学位・資格等については、業務総括者以外の業務従
事者も評価の対象とします。」
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